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福
岡
県
障
が
い
者
リ
ハ
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リ
テ
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シ
ョ
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ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
福
岡
県
規
則

第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
百
人
」
を
「
六
十
人
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
（
以
下
「
援
護
の
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。
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こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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た
だ
し
、
第
四
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

目

次



令和８年３月３日　火曜日 2第675号 増刊①

７
・
12
・
23

発
行
年
月
日

657
増刊①

公　

報

番　

号

条
例

種　

類

43
同　

上

番　

号

33
ペ
ー
ジ

上
欄

〇 下

後
ろ
か

ら
２ 行

備
考

「8
こ
の
条○

」
を
「
こ
の
項
」8○
に○ 正

「8
こ
の
案3

」
を
「
こ
の
項
に3○
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